
2023年（令和５年）1月7

 マイナポイント第2弾実施中

申請期限は まで2月末
最大20，000円相当のポイントがもらえます。 

(1)マイナンバーカード 
(2)数字４桁の暗証番号 
(3)キャッシュレス決済サービスID／セキュリティコード 
(4)公金受取口座の通帳（または口座番号がわかるキャッシュカード）

※マイナポイント第2弾の対象となる人は、令和4年12月末までにマイナンバー
　カードを申請した人です。

※対象のスマートフォン・パソコンから申込することができます。

マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178
（音声ガイダンスに従い「５番」を選択）
市役所内マイナポイント支援窓口 ☎917-0416

問

申請は
こちらから

マイナポイント
公式サイト

厨房設備、接客用家具、テレビ、商品陳列棚、
レジスターなど

飲食店・商店・小売店

理・美容イス、洗面台、医療器具、ベッド、応接セット、
看板など

理容・美容・病院

駐車場、外構工事（フェンス、植栽など）、屋外給排水設備、
ルームエアコン、消火器、看板、監視カメラなど

賃貸住宅・家具付マンション・事務所・有料駐車場

償却資産の一例

償却資産の申告はお済みですか？
法人・個人事業主のみなさま

　土地や家屋以外の事業用資産（償却資産）にも固定資産税が課せ
られます。償却資産は地方税法で申告が義務付けられています。忘れ
ずに申告をお願いします。
申告期間

申告内容

令和５年１月４日（水）～１月31日（火）
申告対象者 市内に事業の用に供することのできる資産をお持ちの人

（法人・個人事業主。共同住宅経営者も含みます）
令和５年１月１日現在の資産状況。
資産の種類、名称、取得年月、取得価額、耐用年数など

詳しくは市ホームページ「償却資産申告について」をご覧くだ
さい。各種申告書、申告の手引がダウンロードできます。

問資産税課☎８６２・５３２０

問防災危機管理課☎861-1102

弾道ミサイルが発射され、我が国に飛来する可能性があると想定した
場合の住民避難訓練および市の初動対処訓練を実施します。 

※参加希望の人は防災危機管理課に事前にご連絡ください。
   初動対処訓練は、行政職員のみの訓練です。

日 時 １月２１日（土）
場 所 住民避難訓練　なは市民協働プラザ及び周辺

初動対処訓練　那覇市役所本庁舎4階 議場

特殊標章をご存じですか？
　武力攻撃事態等が起きた際に、住民
の避難誘導などを行う消防団員や行政
職員などが、容易に識別できるよう着
用することになっている標章です。ジュ
ネーブ条約で規定されています。

国 民 保 護 訓 練 を実施します

チャージまたは
お買い物で

＋

＋

のポイント最
大5,000円分

のポイント7,500円分
健康保険証

としての
利用申込で

のポイント7,500円分公金受取
口座登録で

マイナポイント申込に必要なもの

10:00～10：30 住民避難訓練 14：00～14：30 初動対処訓練

弾道ミサイル情報が伝達された場合に住民のとる
べき対応や行動の周知・啓発を行う。 
弾道ミサイルが発射された場合において、市職員が
とるべき初動対応の確認を行う。

近くの建物の中か 
地下に避難。

メッセージが流れたら

物陰に身を隠すか、 
地面に伏せて頭部を守る。

窓から離れるか、 
窓のない部屋に移動する。

屋外に 
いる場合

建物が 
ない場合

屋内に 
いる場合

落ち着いて、直ちに行動してください。

近くに 
ミサイル
落下！

●屋外にいる場合：口と鼻をハンカチで覆い、現場
　から直ちに離れ、密閉性の高い屋内または風上へ
　避難する。
●屋内にいる場合：換気扇を止め、窓を閉め、目張
　りをして室内を密閉する。

(注) できれば頑丈な建物が望ましいものの、近くに
　    なければ、それ以外の建物でも構いません。

Jアラート

国民保護
ポータルサイト
武力攻撃やテロなど
から身を守るために

住民避難訓練

初動対処訓練


